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「運転中 スマホ操作は 絶対やめて！危険は検索できません」平成２９年度最優秀交通安全標語

２．駐車や停車が禁止されている場所

　違法駐車を防止するためには、駐車や停車が禁止さ

れている場所を正しく理解しておく必要があります。

　◇駐停車が禁止されている場所

・駐停車禁止の標識、標示のある場所
・軌道敷内
・坂の頂上付近やこう配の急な坂
・トンネル
・交差点とその端から５ｍ以内
・道路のまがり角から５ｍ以内
・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後５ｍ以内
・踏切とその端から前後１０ｍ以内
・安全地帯の左側とその前後１０ｍ以内
・バス、路面電車の停留所の標示板（柱）から１０ｍ以
内
　（運行時間中に限る）

Ⅰ．違法駐車

　違法駐車は、次のような悪影響をもたらします。

・交通の円滑な流れを阻害して渋滞の原因となる。

・死角を増やし路上の見通しを悪くさせ、道路を横断す

る歩行者の発見を遅らせる原因となる。

・身長の低い子どもの見通しを悪くさせ、飛び出しを招

く原因となる。

・救急車や消防車などの緊急車両の通行の妨げにな

る。

１．違法駐車がもたらす悪影響

　先月残念ながら、業務車両で走行中に追突事故が発生してしまいました。ズボンのポケットから携

帯電話が落下し、携帯電話を拾おうと意識が足元に移ったことによる脇見運転が要因です。幸いに

も双方に負傷等しておりませんが、スピードが出ていれば重大事故につながる可能性もあります。

　交通事故による死亡事故が多いのも１２月です。今まで以上に安全運転を心がけて下さい。

　社内事故ではありませんが、本年６月に発生した東名高速道路上追い越し車線での追突死亡事

故は高速道路のパーキングで駐車方法を注意したことが要因と報道されております。そこで今月は

違法駐車についてです。違法駐車は円滑な道路交通を阻害するだけでなく、飛び出しなどの交通

事故の要因にもなります。違法駐車をしないためには、駐停車に関するルールを正しく理解しておく

必要があります。今回は駐停車の禁止場所や駐停車の方法についてまとめてみました。
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　駐車や停車の方法については、次のようにルールが
定めれれています。
・人の乗降や荷物の積卸しのために停車するときは、
出来るだけ道路の左側端に沿うとともに、他の交通の
妨害にならないようにします。
・歩道や路側帯のない道路に駐車するときは、道路の
左側端に沿うとともに、他の交通の妨害にならないよう
にします。
・歩道のある道路で駐停車するときには、車道の左側
端に沿います。
・路側帯のある道路で駐停車するときは、路側帯の幅
が０．７５ｍ以下の場合は、車道の左端に沿います。路
側帯の幅が０．７５ｍを超える場合は路側帯に入って
駐車できますが、左側に０．７５ｍ以上の余地をあける
必要があります。ただし、その場合でも白の実線２本の
標示（歩行者用路側帯）や白の実線と破線の標示（駐
停車禁止路側帯）のある場所では路側帯に入ることは
できません。

・駐車禁止の標識、標示のある場所

・駐車場の車庫などの自動車専用の出入口から３ｍ以

内

・道路工事の区域の端から５ｍ以内

・消防用機械器具の置き場、消防用防火水そう、これ

らの道路に接する出入口から５ｍ以内

・消火栓、指定消防水利の標識、消防用防火水そうの

取り入れ口から５ｍ以内

・火災報知器から１ｍ以内

３．無余地駐車の禁止

４．駐車・停車の方法

　駐車が禁止されていない道路でも、駐車できない場
合があります。それが「無余地駐車の禁止」です。
　駐車する場合は、その車の右側に３．５ｍ以上の余
地が必要であり、その余地が取れない場合での駐車
はできません。
　また、標識によって駐車余地が指定されている場合
には、その余地がとれない場所での駐車はできませ
ん。
　ただし、荷物の積卸しで運転者が車を離れない、もし
くは離れてもすぐに運転できる状態にある場合、傷病
者の救護のためやむを得ない場合には駐車すること
ができます。

　◇駐車が禁止されている場所



　　　事故を呼ぶ「もう醒めた」との

　　 　　　　　思い込み　　

　「高速道路での駐停車」

　高速道路では駐停車が禁止されていますが、危険防

止のためや故障などのやむを得ない事情がある場合

は、駐停車できます。十分な幅員のある路側帯（路肩）

に入り、左端に沿って駐停車し、後方に停止表示器材

を置きます。なお、駐停車したときに車内に残っていた

り、車道に出るのは大変危険ですから、ガードレール

の外側など安全な場所に退避しましょう。

道を譲ってもらったので、合流しようとしたら

歩道を、ランニングしている人が通行してきて、ヒヤリとした

Ⅲ．今月のスローガン　（企業開発センター交通問題研究室）

どこで

何をしている時に

どうなった

Ⅱ．今月の交通ヒヤリハット

・事業場より提出されたヒヤリハットです。危険予知活動に利用してください。

いつ 帰宅途中

ガソリンスタンドから、道路に合流する時


